
 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  岩 見 沢 市 メ ー ル サ ー ビ ス 受 信 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  防 災 情 報 等 を メ ー ル で 配 信 す る た め  

記 録 項 目  １ メ ー ル ア ド レ ス  

記 録 範 囲  希 望 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 作 成 し 運 用 を 行 う た め  

記 録 項 目  

１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 身 体 の 特 徴 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 親 族 関 係 、 1 0

住 宅 状 況 、 1 1 病 歴 、 1 2 障 害 、 1 3 介 護 認 定  

記 録 範 囲  避 難 行 動 要 支 援 者 の 対 象 と な る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ の 貸 与 対 象 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ の 貸 与 先 を 把 握 し 管 理 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 身 体 の 特 徴 、 ７ 家 族 関 係  

記 録 範 囲  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ 貸 与 対 象 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 


